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告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
三
号

次
の
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
代
表
者
の
氏
名
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の

で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
二
条
の

五
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
四
号

青
森
県
景
気
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例

(

平

成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

本
調
査
は
、
き
め
細
か
な
生
活
実
感
の
あ
る
情
報
を
収
集
し
、
県
内
景
気
動
向
判
断
の
基
礎
資

料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
に
住
所
を
有
す
る
事
業
所
の
従
事
者
等

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
間

景
気
の
現
状
に
対
す
る
判
断
、
三
カ
月
前
と
比
べ
た
景
気
の
現
状
に
対
す
る
判
断
及
び
そ
の
理

由
、
三
カ
月
後
の
景
気
の
先
行
き
に
対
す
る
判
断
及
び
そ
の
理
由
、
北
海
道
新
幹
線
開
業
に
よ
る

こ
こ
三
カ
月
間
の
景
気
へ
の
影
響
に
対
す
る
判
断
及
び
そ
の
理
由

(

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成

二
十
九
年
度
四
月
期
の
み
調
査)

、
並
び
に
北
海
道
新
幹
線
開
業
に
よ
る
今
後
三
カ
月
先
の
景
気

へ
の
影
響
に
対
す
る
判
断
及
び
そ
の
理
由

(

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度
四
月
期
の

み
調
査)

に
係
る
事
項
の
報
告
を
求
め
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者
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称

代
表
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

変

更

年
月
日

変
更
前

福
士

悟

変
更
後

冨
士
見
総
業
株
式
会

社

福
士

誠

弘
前
市
大
字
紺
屋
町
一
八
五

平
成
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経
済
活
動
の
動
向
を
敏
感
に
反
映
す
る
現
象
を
観
察
で
き
る
適
当
な
業
種
に
従
事
す
る
百
名

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
票
を
直
接
報
告
者
に
郵
送
で
配
布
し
、
記
入
済
み
の
調
査
票
を
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
回
収

す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

調
査
は
、
お
お
む
ね
調
査
月

(

一
月
、
四
月
、
七
月
及
び
十
月)

の
一
日
か
ら
同
月
の
十
五
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
。

青
森
県
告
示
第
二
百
十
五
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号)

附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
六
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。
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事

業

所

登

録

番

号

登

録

年
月
日

氏
名
又
は

名

称

住

所

名

称

所
在
地

業
務
開
始

予

定

年
月
日

備

考

������

���

平
成

��

･

��･

�
社
会
福
祉

法
人
水
鏡

会

三
戸
郡
南

部
町
大
字

苫
米
地
字

蒼
前
一
一

の
一

老
人
保
健

施
設
孔
明

荘

三
戸
郡
南

部
町
大
字

苫
米
地
字

蒼
前
一
一

の
一

平
成

��

･
��･

�
介
護
老
人

保
健
施
設

������

���

平
成

�	

･

�･

�
社
会
福
祉

法
人
同
仁

会

三
沢
市
大

字
三
沢
字

淋
代
平
一

一
六
の
三

〇
九
七

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
う
る
わ

し
の
杜

三
沢
市
千

代
田
町
四

丁
目
一
四

〇
の
八
五

一

平
成

�	

･

�･

�
介
護
老
人

福
祉
施
設

������

���

〃

社
会
福
祉

法
人
同
仁

会

三
沢
市
大

字
三
沢
字

淋
代
平
一

一
六
の
三

〇
九
七

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
う
る
わ

し
の
杜

三
沢
市
千

代
田
町
四

丁
目
一
四

〇
の
八
五

一

〃

短
期
入
所

生
活
介
護

������

���

〃

社
会
福
祉

法
人
同
仁

会

三
沢
市
大

字
三
沢
字

淋
代
平
一

一
六
の
三

〇
九
七

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
う
る
わ

し
の
杜

三
沢
市
千

代
田
町
四

丁
目
一
四

〇
の
八
五

一

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
今
津
才
の
神
三
八

福
井

隆
幸

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
今
津
間
沢
一
七
の
一

小
山
内

和
治

外
ヶ
浜
第
五
区
域

外
ヶ
浜
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

の
う
ち
、
字
平

舘
今
津
釜
の
沢
、

字
平
舘
今
津
才

の
神
、
字
平
舘

今
津
尻
高
、
字

平
舘
尻
高
川
、

字
平
舘
今
津
間

沢
の
区
域

小
型
定
置
漁
業
と

底
建
網
漁
業
を
併

せ
営
む
漁
業

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
泊
字
大
村
元
八
七

入
江

勝
弘

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
泊
字
大
村
元
六
三

本
田

鶴
夫

竜
飛
今
別
第
三
区

域
竜
飛
今
別
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
今

別
町
大
字
大
泊

の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
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平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
八
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
所
川
原

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

五
所
川
原
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

五
所
川
原
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

五
所
川
原
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

青
森
県
告
示
第
二
百
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
七
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

七
戸
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

七
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

七
戸
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
七
年
十
月
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可(

平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
四
百
五
号)

の
事
業
地
の
と
お
り
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可(

平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
四
百
五
号)

の
事
業
地
の
う
ち
、
七
戸
町
字
寒
水
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
追
加
し
、
字
蛇
坂
、
字
上
町
野
、

字
立
野
頭
お
よ
び
字
倉
越
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
今
別
三
七

野

土

一

公

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
梹
榔
二
五
の
二

三

浦

榮

悦

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
砂
ケ
森
字
砂
村
元
八
八
川

口

明

徳

竜
飛
今
別
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公

告

農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
の
指
定

農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

(
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号)

附
則

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
を
指
定
し
た

の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
青
森
県
農
地
中
間
管
理
機
構
特
例
事
業
の
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

承
認
に
係
る
事
業
の
種
類

農
地
売
買
等
事
業

(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。)

農
地
売
渡
信
託
等
事
業(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。)

農
地
所
有
適
格
法
人
出
資
育
成
事
業

(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事

業
を
い
う
。)

研
修
等
事
業

(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。)

二
級
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

建
築
士
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

二
級
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

氏
名

杉
山
富
衛

二

登
録
番
号

第
一
二
四
号

三

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
十
七
日

四

取
消
し
の
理
由

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
っ
た
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
建
友
社

二

代
表
者
の
氏
名

竹
浦

久
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
四
〇
六
の
三
小
野

修
一

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
二
七
一
の
一
田
附

直
人

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
四
〇
七
の
五
工
藤

裕
幸

新
深
浦
町

名

称

住

所

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

青
森
県
農
業
会
議

青
森
市
本
町
二
丁
目
六

の
一
九

同

上

平
成
��･
�･
��



( )

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
平
新
田
字
森
越
六
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
〇
六
〇
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の

事
由
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十

九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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